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規 則

石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 及 び 石 川 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 七 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 十 六 号

石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 及 び 石 川 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
( 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 )

第 一 条 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 規 則 第 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 を 削 り 、 第 三 条 の 二 を 第 四 条 と す る 。

第 七 条 第 二 項 中 ｢ 第 二 号 様 式 ｣ を ｢ 第 一 号 の 二 様 式 ｣ に 改 め る 。

第 七 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 納 税 証 明 書 の 交 付 )

第 七 条 の 二 条 例 第 五 条 第 一 項 の 証 明 書 の 交 付 申 請 書 の 様 式 は 、 第 二 号 様 式 に よ る 。

２ 前 項 の 交 付 申 請 書 の 提 出 が あ つ た 場 合 に お い て は 、 第 二 号 の 二 様 式 か ら 第 二 号 の 四 様 式 ま で に よ る 納 税 証 明 書

を 交 付 す る も の と す る 。

３ 納 税 証 明 書 の 枚 数 は 、 地 方 税 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二 百 四 十 五 号 。 以 下 ｢ 令 ｣ と い う 。) 第 六 条 の 二

十 一 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 、 第 三 号 、 第 五 号 又 は 第 六 号 に 掲 げ る 事 項 の 証 明 ご と に 一 枚 と す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 二 以 上 の 年 度 に ま た が つ て 調 定 さ れ て い る 税 額 に つ い て の 納 税 証 明 書 は 、 証 明 を 受 け よ う と す る 事 項 が 未

納 の 税 額 の み に 係 る 場 合 を 除 き 、 当 該 税 額 の 調 定 年 度 ( そ れ ぞ れ の 税 額 が 調 定 さ れ た 年 度 を い う 。 以 下 同 じ 。)

の 数 に 相 当 す る 枚 数 と す る 。

４ 前 項 後 段 の 調 定 年 度 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 税 目 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め

る 税 額 を も つ て 一 の 調 定 年 度 の も の と み な す 。

一 法 人 の 県 民 税 又 は 事 業 税 中 間 申 告 及 び 確 定 申 告 の 税 額

二 県 た ば こ 税 、 ゴ ル フ 場 利 用 税 及 び 軽 油 引 取 税 連 続 し た 十 二 月 分 の 税 額

５ 現 金 で 手 数 料 の 納 付 を 受 け た 場 合 は 、 出 納 員 が 石 川 県 財 務 規 則 第 四 十 九 条 第 一 項 た だ し 書 の レ ジ ス タ ー に よ る

レ シ ー ト を 発 行 す る も の と す る 。

第 二 十 五 条 の 二 を 削 る 。

第 三 十 七 条 中 ｢ 地 方 税 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 二 百 四 十 五 号 。 以 下 ｢ 令 ｣ と い う 。)｣ を ｢ 令 ｣ に 改 め る 。

第 四 十 条 の 二 中 ｢ 行 い 、 こ れ を 当 該 事 業 税 の 申 告 書 と 併 せ て 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い ｣ を ｢ 行 う も の と

す る ｣ に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 明 細 書 は 、 別 に 定 め る 期 限 ま で に 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 四 十 三 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 中 ｢ 当 該 施 設 ｣ を ｢ 当 該 ゴ ル フ 場 ｣ に 改 め る 。

第 五 十 三 条 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

平成 25 年 ３ 月 27 日 (水曜日)

号 外

(第 ２６ 号)

規 則
○石川県税条例施行規則及び石川県証紙条例施行規則の
一部を改正する規則 (税 務 課) 1

訓 令
○石川県税事務取扱規程の一部改正 (税 務 課) 7
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七 身 体 障 害 者 等 の 利 用 に 供 す る た め に 特 別 の 仕 様 に よ り 製 造 さ れ 、 又 は 構 造 変 更 が 加 え ら れ た 自 動 車 に よ る 場

合 の 利 用

第 六 十 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 免 税 軽 油 使 用 者 証 の 交 付 及 び 書 換 え )

第 六 十 条 の 二 条 例 第 百 三 十 一 条 の 十 第 五 項 の 免 税 軽 油 使 用 者 証 の 書 換 え の 申 請 書 の 様 式 は 、 第 五 十 三 号 の 二 様 式

に よ る 。 た だ し 、 誤 記 等 の 訂 正 で あ つ て 免 税 軽 油 使 用 者 、 機 械 、 車 両 又 は 設 備 に 変 更 が な い も の に 係 る 申 請 書 の

様 式 は 、 第 五 十 三 号 の 三 様 式 に よ る 。

２ 条 例 第 百 三 十 一 条 の 十 第 八 項 の 免 税 軽 油 使 用 者 証 の 交 付 又 は 書 換 え の 件 数 に つ い て は 、 申 請 書 一 通 に つ き 一 件

と す る 。

３ 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 は 、 現 金 で 手 数 料 の 納 付 を 受 け た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 様 式 目 次 中

｢ 第 二 号 様 式 検 税 吏 員 証 第 七 条 ｣ を

｢

｣

に ､

第 一 号 の 二 様 式 検 税 吏 員 証 第 七 条

第 二 号 様 式 納 税 証 明 書 交 付 申 請 書 第 七 条 の 二

第 二 号 の 二 様 式 納 税 証 明 書 第 七 条 の 二

第 二 号 の 三 様 式 納 税 証 明 書 第 七 条 の 二

第 二 号 の 四 様 式 納 税 証 明 書 第 七 条 の 二

｢ 第 二 十 一 号 の 五 様 式 登 記 ( 登 録 ) 証 明 書 第 二 十 三 条 の 三 ｣ を

｢ 第 二 十 一 号 の 五 様 式 登 記 ( 登 録 ) 証 明 書 第 二 十 条 の 三 ｣ に ､

｢

｣
を

第 二 十 四 号 様 式 ( そ の 二 ) 納 付 ( 納 入 ) 催 告 書 第 二 十 四 条

第 二 十 四 号 の 二 様 式 ( そ の 一 ) 納 税 証 明 書 交 付 申 請 書 第 二 十 五 条 の 二

第 二 十 四 号 の 二 様 式 ( そ の 二 ) 納 税 証 明 書 第 二 十 五 条 の 二

第 二 十 四 号 の 二 様 式 ( そ の 三 ) 納 税 証 明 書 第 二 十 五 条 の 二

第 二 十 四 号 の 二 様 式 ( そ の 四 ) 納 税 証 明 書 第 二 十 五 条 の 二

第 二 十 五 号 様 式 納 税 管 理 人 申 告 書 ・ 承 認 申 請 書 第 二 十 六 条

｢

｣

に ､

第 二 十 四 号 様 式 ( そ の 二 ) 納 付 ( 納 入 ) 催 告 書 第 二 十 四 条

第 二 十 五 号 様 式 納 税 管 理 人 申 告 書 ・ 承 認 申 請 書 第 二 十 六 条

｢ 第 五 十 三 号 様 式 軽 油 引 取 税 増 担 保 提 供 等 命 令 書 第 六 十 条 ｣ を

｢

｣

に 改 め る

｡

第 五 十 三 号 様 式 軽 油 引 取 税 増 担 保 提 供 等 命 令 書 第 六 十 条

第 五 十 三 号 の 二 様 式 免 税 軽 油 使 用 者 証 書 換 申 請 書 第 六 十 条 の 二

第 五 十 三 号 の 三 様 式 免 税 軽 油 使 用 者 証 訂 正 申 請 書 第 六 十 条 の 二

第 二 号 様 式 を 第 一 号 の 二 様 式 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の 四 様 式 を 加 え る 。
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納 税 証 明 書 交 付 申 請 書

年 月 日

石 川 県 知 事
様

石川県 事務所長

次のとおり納税証明書の交付を申請します｡

１ 納税証明書の請求枚数

枚

２ 納税証明書の使用目的

(該当する欄に○印を付けてください｡)

３ 証明する税目と内容

(該当する欄に○印を付けてください｡)

４ 証紙貼り付け欄

注意１ 証紙貼り付け欄に証紙を貼り付け､ 欄が不足するときは､ 裏面を利用してください｡

２ 貼り付けた証紙は､ 自己の印章等で割印しないでください｡

３ 証紙は､ 県の指定金融機関本支店のほか､ 証紙売りさばき人からお求めください｡

住所 (所在地) 又は支店・営業所等で請求する場

合は支店・営業所等の所在地

氏名 (名称) �
使 用 目 的

入札参加資格申請 (建設業関係) 建設業許可申請

入札参加資格申請 (物品購入・業務委託) 建設業営業年度終了報告

資金の借入れ 自動車の所有権解除

その他 (使用目的を記入してください｡)

税 目 証明を請求する年度・期別等又は内容

法 人 県 民 税 事業年度 年 月 日～ 年 月 日

法 人 事 業 税 事業年度 年 月 日～ 年 月 日

個 人 事 業 税 所得年 年～ 年

自 動 車 税 登録番号 (石・石川・金沢 ) 課税年度

県 税 全 税 目 滞納のないこと

税

年度 一 般 会 計

科 目

款 項 目 節 附記

金 額 ￥

納 入 理 由 納税証明書交付手数料
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第２号の３様式
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納 税 証 明 書

第 号

住 所

氏 名

又は名称 様

上記のとおり相違ないことを証明します｡

年 月 日

石 川 県 知 事
印

石川県 事務所長

税目 区 分 納付(納入)すべき額 納付 (納入) 額 未納額 法定納期限等 概要

納 税 証 明 書

第 号

年 月 日

上記のとおり相違ないことを証明します｡

石 川 県 知 事
印

石川県 事務所長

備考 この納税証明書は､ 県税 (個人県民税及び地方消費税を除く｡) 並びにこれに伴う延滞金及び加算金につ

いて滞納の額がないことについて証明をする場合に使用するものです｡

住所 (所在地)

氏名 (名 称)

税 目 事 項

県 税 全 般

(個人県民税及び地方消費税を除く｡)

左の税 (これに伴う延滞金及び加算金を含む｡) について滞納の額は､

ありません｡

摘 要



第２号の４様式
第 七 号 様 式 ( そ の 一 ) 中 ｢第72条の49｣ を ｢第72条の48の２｣ に 改 め る

｡

第 二 十 四 号 の 二 様 式 ( そ の 一 ) か ら 第 二 十 四 号 の 二 様 式 ( そ の 四 ) ま で を 削 る

｡

第 二 十 六 号 の 十 四 様 式 参 考 中 ｢第73条第４項｣ を ｢第73条第５項｣ に 改 め る

｡

第 三 十 四 号 の 二 様 式 及 び 第 三 十 四 号 の 三 様 式 中 ｢障害者自立支援法｣ を ｢障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律｣ に 改 め る

｡
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納 税 証 明 書

第 号

年 月 日

上記のとおり相違ないことを証明します｡

石 川 県 知 事
印

石川県 事務所長

備考 この納税証明書は､ 次の事項について証明をする場合に使用するものです｡

① 県税 (個人県民税及び地方消費税を除く｡) 並びにこれに伴う延滞金及び加算金について滞納処分を受

けたことがないこと｡

② 保全差押えの通知を受けた金額

③ 前事業年度以前の法人税割額の課税標準となる法人税額について繰越控除されなかつた額その他法人県

民税､ 法人事業税及び個人事業税の額の算出のために必要な事項

住所 (所在地)

氏名 (名 称)

事 項

摘 要

第 五 十 三 号 様 式 の 次 に 次 の 二 様 式 を 加 え る 。
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年 月 日

石川県 事務所長 様
免 税 軽 油 使 用 者 証 書 換 申 請 書

免税軽油使用者証の記載事項に､ 次のとおり変更が生じましたので､ 石川県税条例第131条の10第５項の規

定により書換えを申請します｡

申

請

者

(

代
表
者)

住所又は事務所若しくは

事 業 所 の 所 在 地 (変更前)

業 種 免 税 軽 油
使用者証番号 － －

申 請 形 態 単独申請 ・ 共同申請 (変更前)

氏 名 又 は 名 称
�

(変更前)

この申請に応答する係及

び氏名並びに電話番号 (変更前)

免
税
軽
油
使
用
者

住所又は事務所若しくは

事 業 所 の 所 在 地 (変更前)

氏 名 又 は 名 称
(変更前)

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細

異 動 内 容
新設 ・ 抹消 ・

変更 ( )

新設 ・ 抹消 ・

変更 ( )

新設 ・ 抹消 ・

変更 ( )

新設 ・ 抹消 ・

変更 ( )

所 在 地

名 称 No. No. No. No.

所有者の氏名又は名称

型 式

軸 馬 力

燃 焼 方 式

台 数

用 途

年 間 見 込 所 要 数 量

備考１ 免税軽油使用者証を添付し申請してください｡

２ ｢(変更前)｣ 欄は､ 当該項目に変更がない場合には記載する必要はありません｡

３ 単独申請の場合､ ｢免税軽油使用者｣ 欄には ｢同上｣ と記載してください｡

４ 変更内容を証明する書類を添付してください｡
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石川県訓令第４号

総 務 部 税 務 課

県 総 合 事 務 所

県 税 事 務 所
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年 月 日

石川県 事務所長 様
免 税 軽 油 使 用 者 証 訂 正 申 請 書

免税軽油使用者証の記載事項に､ 次のとおり変更が生じましたので､ 石川県税条例第131条の10第５項の規

定により書換えを申請します｡

申

請

者

(

代
表
者)

住所又は事務所若しくは

事 業 所 の 所 在 地 (変更前)

業 種 免 税 軽 油
使用者証番号 － －

氏 名 又 は 名 称
�

(変更前)

この申請に応答する係及

び氏名並びに電話番号 (変更前)

免
税
軽
油
使
用
者

住所又は事務所若しくは

事 業 所 の 所 在 地 (変更前)

氏 名 又 は 名 称
(変更前)

備考１ この様式は､ 免税軽油使用者､ 機械､ 車両又は設備に変更がない誤記等の訂正の場合に使用してくださ

い｡

なお､ ｢住所又は事務所若しくは事業所の所在地｣ 欄又は ｢氏名又は名称｣ 欄のみを変更する場合であ

つても､ 相続､ 法人化､ 合併､ 事業の譲渡等により､ 免税軽油使用者が別の法人格となる場合には､ 免税

軽油使用者証の新規の交付申請 (単独申請の場合) 又は免税軽油使用者証の書換申請 (共同申請の場合)

を行つてください｡

２ 免税軽油使用者証を添付し申請してください｡

３ ｢(変更前)｣ 欄は､ 当該項目に変更がない場合には記載する必要はありません｡

４ 単独申請の場合､ ｢免税軽油使用者｣ 欄には ｢同上｣ と記載してください｡

５ 変更内容を証明する書類を添付してください｡

( 石 川 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 )

第 二 条 石 川 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 三 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中 第 二 十 号 を 第 二 十 一 号 と し 、 第 十 九 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 十 石 川 県 税 条 例 ( 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ) 第 五 条 第 一 項 及 び 第 百 三 十 一 条 の 十 第 七 項 に 規 定 す

る 手 数 料

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調

整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

訓 令



石川県税事務取扱規程 (昭和32年石川県訓令甲第６号) の一部を次のように改正する｡

平成25年３月27日

石川県知事 谷 本 正 憲

目次中 ｢ 証 明 書 ｣ を ｢ 証 明 書 等 ｣ に改める｡

第22条の２第２号中 ｢ 第 十 九 号 様 式 に よ る ｣ を削る｡

第23条第２号中 ｢ 第 十 九 号 様 式 に よ る 抵 当 権 ま つ 消 登 記 ( 登 録 ) 嘱 託 書 ｣ を ｢ 抵 当 権 抹 消 登 記 ( 登 録 ) 嘱 託 書 ｣ に､

｢ 抵 当 権 ま つ 消 ｣ を ｢ 抵 当 権 抹 消 ｣ に､ ｢ か か る ｣ を ｢ 係 る ｣ に改める｡

第40条第３項を削る｡

第42条の２を次のように改める｡

第42条の３中 ｢ 前 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 自 動 車 取 得 税 ､ 自 動 車 税 又 は 狩 猟 税 ( 以 下 ｢ 自 動 車 取 得 税 等 ｣

と い う

｡

) の 申 告 書 又 は 自 動 車 税 届 出 書 ｣ を ｢ 申 告 書 ｣ に改め､ ｢ 消 印 済 証 紙 引 継 書 ｣ の下に ｢( 自 動 車 取 得 税 又 は 自

動 車 税 に あ つ て は ､ 第 四 十 八 号 様 式 の 三 に よ る 証 紙 収 入 引 継 書

｡

以 下 こ の 節 に お い て 同 じ

｡

)｣ を加え､ ｢ ､ 速 や か に ｣

を削る｡

第42条の４第１項中 ｢ 自 動 車 取 得 税 等 の ｣ 及び ｢ ､ 直 ち に ､ 調 定 決 議 書 に よ り 調 定 し ｣ を削り､ 同条第２項中 ｢ 第

四 十 八 号 様 式 の 三 ｣ を ｢ 第 四 十 八 号 様 式 の 四 ｣ に改める｡

第42条の５中 ｢ 第 四 十 八 号 様 式 の 四 ｣ を ｢ 第 四 十 八 号 様 式 の 五 ｣ に改める｡

第46条の４第１項中 ｢ 差 押 財 産 ｣ を ｢ 差 押 後 六 月 以 上 経 過 し た 差 押 財 産 ｣ に改める｡

第56条第２項を削り､ 同条第３項中 ｢ 第 一 項 ｣ を ｢ 前 項 ｣ に改め､ 同項を同条第２項とする｡

第57条中 ｢ 前 条 第 三 項 ｣ を ｢ 前 条 第 二 項 ｣ に改める｡

第３章第４節中第62条の前に次の１条を加える｡

第62条第３項中 ｢ そ の つ ど ｣ を ｢ そ の 都 度 ｣ に､ ｢ 第 一 項 ｣ を ｢ 第 五 十 五 条 第 二 項 ｣ に改める｡

第75条を削り､ 第74条の２を第75条とする｡

｢ 第 三 節 証 明 書 の 交 付 等 ｣ を ｢ 第 三 節 証 明 書 等 の 交 付 等 ｣ に改める｡

第79条から第84条までを次のように改める｡
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( 申 告 書 の 受 付 )

第 四 十 二 条 の 二 徴 税 吏 員 は 、 自 動 車 取 得 税 、 自 動 車 税 又 は 狩 猟 税 の 申 告 書 ( 自 動 車 取 得 税 に あ つ て は 修 正 申 告 書 を

含 み 、 自 動 車 税 に あ つ て は 条 例 第 百 三 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 自 動 車 税 の 申 告 書 と す る 。 以 下 こ の 節 に お い て ｢ 申

告 書 ｣ と い う 。) の 提 出 を 受 け る と き は 、 当 該 申 告 書 に 貼 り 付 け ら れ た 証 紙 ( 自 動 車 取 得 税 及 び 自 動 車 税 に あ つ て

は 、 証 紙 の 額 面 金 額 に 相 当 す る 金 額 を 証 紙 代 金 収 納 計 器 で 表 示 さ せ る こ と に よ り 証 紙 に 代 え る も の を 含 む 。 第 四 十

二 条 の 六 に お い て 同 じ 。) の 金 額 に 誤 り が な い こ と を 確 認 の 上 、 受 理 し な け れ ば な ら な い 。

２ 徴 税 吏 員 は 、 証 紙 を 貼 つ た 申 告 書 を 受 理 し た と き は 、 証 紙 を 貼 つ た 紙 面 と 証 紙 の 彩 紋 と に か け て 県 の 印 で 判 明 に

こ れ を 消 さ な け れ ば な ら な い 。

( 公 売 保 証 金 )

第 六 十 一 条 の 二 国 税 徴 収 法 ( 昭 和 三 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 ) 第 百 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 売 保 証 金 は 、 次 の と お り

と す る 。

一 公 売 財 産 の 見 積 価 額 が 一 万 円 未 満 の 場 合 は 、 要 し な い も の と す る 。

二 公 売 財 産 の 見 積 価 額 が 一 万 円 以 上 の 場 合 は 、 見 積 価 額 の 百 分 の 十 の 金 額 ( 千 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ

れ を 千 円 に 切 り 上 げ る 。) と す る 。

( 納 税 証 明 書 の 交 付 等 )

第 七 十 九 条 出 納 員 は 、 証 紙 で 条 例 第 五 条 第 一 項 の 手 数 料 の 納 付 を 受 け た と き は 、 証 紙 を 貼 つ た 紙 面 と 証 紙 の 彩 紋 と

に か け て 県 の 印 で 判 明 に こ れ を 消 さ な け れ ば な ら な い 。

２ 出 納 員 は 、 前 項 の 場 合 に お い て は 、 石 川 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 三 十 二 号 ) 別 記 様 式 第

二 号 の 五 に よ る 消 印 済 証 紙 送 付 書 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。

３ 出 納 員 は 、 現 金 で 条 例 第 五 条 第 一 項 の 手 数 料 の 納 付 を 受 け た と き は 、 納 税 証 明 書 交 付 申 請 書 に 規 則 第 十 四 条 の 二

に 規 定 す る 領 収 印 を 押 印 の 上 、 当 該 申 請 書 を 収 納 証 拠 書 類 と し て 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

４ 出 納 員 は 、 現 金 で 条 例 第 五 条 第 一 項 の 手 数 料 の 納 付 を 受 け た と き は 、 財 務 規 則 別 記 様 式 第 五 十 七 号 に よ る 公 金 払

込 書 に よ り 即 日 払 込 む と と も に 、 現 金 出 納 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 納 付 を 受

け た 手 数 料 の う ち 即 日 払 込 む こ と が で き な か つ た も の に つ い て は 、 第 三 十 七 条 後 段 の 規 定 を 準 用 す る 。



第86条中 ｢ ､ 第 四 十 二 条 第 四 項 ､ 第 五 十 六 条 第 二 項 及 び 第 七 十 五 条 ｣ を ｢ 及 び 第 四 十 二 条 第 四 項 ｣ に改める｡

第87条中 ｢ ､ 第 七 十 四 条 及 び 第 七 十 五 条 ｣ を ｢ 及 び 第 七 十 四 条 ｣ に改める｡

第19号様式 (一) を次のように改める｡

第19号様式 削除

第19号様式 (二) 及び第19号様式 (三) を削る｡

第21号様式 (一) から第21号様式 (三) までの規定中

第48号様式の４を第48号様式の５とし､ 第48号様式の３を第48号様式の４とし､ 第48号様式の２の次に次の１様式

を加える｡
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( 免 税 軽 油 使 用 者 証 の 交 付 等 )
第 八 十 条 前 条 の 規 定 は 、 条 例 第 百 三 十 一 条 の 十 第 七 項 の 手 数 料 の 納 付 を 受 け た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 前 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 中 ｢ 第 五 条 第 一 項 ｣ と あ る の は ｢ 第 百 三 十 一 条 の 十 第 七 項 ｣ と 、 同 条 第 三

項 中 ｢ 納 税 証 明 書 交 付 申 請 書 ｣ と あ る の は ｢ 免 税 軽 油 使 用 者 証 交 付 申 請 書 、 免 税 軽 油 使 用 者 証 共 同 交 付 申 請 書 又 は

免 税 軽 油 使 用 者 証 書 換 申 請 書 の 写 し ｣ と 、 ｢ 当 該 申 請 書 ｣ と あ る の は ｢ 当 該 写 し ｣ と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 八 十 一 条 か ら 第 八 十 四 条 ま で 削 除

｢

｣

を
電 話 加 入 権 等

無体財産権の状況
・ ・

支 店

営業所

｢

｣
に改める｡無体財産権の状況 ・ ・

第32号様式中

｢

｣

を
受託証書の

枚 数

自 第 号
枚

至 第 号

内書損じ等の
枚

枚 数

｢

｣

に改める｡
受託証書の

枚 数

号から
枚

号まで

内書損枚数

及 び 番 号
枚 (番号 )

第38号様式､ 第39号様式及び第41号様式中

｢

｣

を
内書損枚数

及 び 番 号

号から
枚

号まで

｢

｣

に改める｡
内書損枚数

及 び 番 号
枚 (番号 )



第48号様式の３
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証 紙 収 入 引 継 書

年度 年 月 日から 年 月 日まで

上記のとおり引き継ぎます｡

年 月 日

石川県総務部税務課長 様

徴税吏員 �
注 証紙貼付による納付があつた場合は､ 備考欄にその内訳を記載すること｡

通知

番号

収 入

年月日

自 動 車 税 自動車取得税 計

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額

備
考



に改める｡

第68号様式及び第69号様式を次のように改める｡

第68号様式及び第69号様式 削除

第75号様式中 ｢公表｣ を ｢公売｣ に改める｡

第84号様式から第102号様式までを次のように改める｡

第84号様式から第102号様式まで 削除

附 則

１ この訓令は､ 平成25年４月１日から施行する｡

２ この訓令による改正前の石川県税事務取扱規程の規定に基づいて作成した用紙は､ なお当分の間､ 所要の調整を

して使用することができる｡
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第67号様式中

｢

｣

及び ｢(したいので別案に
所

長

次

長

課

長

係

長
係

より知事に経伺)｣ を削り､

｢

｣

を

｢

｣

に､
｢

｣
を
｢

｣

税目

(番号)

税 目

登録番号
原簿等整理印 入力等確認印
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印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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